
学校いじめ防止基本方針

秋田県立雄勝高等学校

１ いじめ防止基本方針の策定
この基本方針は、いじめ防止対策推進法（以下「法」という）及び「秋田県いじめ

防止等のための基本方針」（平成２９年３月９日改定）に基づき、本校におけるいじめ
の防止、いじめの早期発見及びいじめへの対応についての基本的な考え方や具体的な
対応等について定めるとともに、それらを実施するための体制について定める。

２ いじめの定義と基本的な考え方
（１）いじめの定義（法第２条より）

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等
当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与
える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対
象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

具体的ないじめの態様には、次のようなものがある。

・ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・ 仲間はずれ、集団による無視をされる
・ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・ 金品をたかられる
・ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・ パソコンや携帯電話スマートフォン等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

（２）基本的な考え方
いじめは人間の尊厳を脅かし、人権を侵害するものであり、決して許されない行為

である。生徒をいじめから守るために、いじめについて次のように共通理解し、全て
の生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら傍観したり放置したりすることがな
いようにする。

・ いじめが、人権を侵害する決して許されない卑怯な行為であること
・ いじめを受けた児童生徒だけではなく、いじめを行った児童生徒や周囲の児童
生徒にも大きな傷を残すものであること
・ 刑事罰や民事上の損害賠償請求の対象となる場合があること
・ 「いじめられる側にも問題がある」「大人に言いつけることは卑怯である」「い
じめは見ているだけなら問題はない」などの考え方は誤りであること

本校では、このような理解に立ち、生徒と生徒、生徒と教職員、保護者や地域の方
々と教職員の信頼関係を深め、いじめの未然防止に努めるとともに、日頃から生徒の
人間関係を把握し、些細な変化や僅かな兆候を見逃さず、いじめの早期発見に努める
こととする。
いじめが起きた際には、いじめを受けた生徒や保護者の心情に寄り添いつつ、いじめ
た生徒に心からの反省を促し、いじめを受けた生徒が安心して学校生活を送れるよう
に支援することとする。



３ いじめの未然防止のための取組
全ての教育活動を通して、生徒一人ひとりの規範意識を高め、豊かな情操や道徳心

を養う。そのため、保護者や地域との連携を図るとともに、集団の一員としての達成
感や成就感を味わうことができるよう、生徒会活動や体験活動等の充実に取り組む。
（１）保護者や地域との連携

・各学校行事等に保護者の参加を促し、本校の取組や現状を理解してもらう。
また、地域連携の広報に本校の取り組みを紹介し情報提供に努める。
・ＰＴＡの学級懇談や連絡協議会などで、生徒の生活状況について説明するとと
もに、保護者や地域の方々からの情報提供を踏まえ、保護者、地域及び学校が
担うべき役割について共通理解を図る。
・学校以外の相談窓口や救済制度などを紹介する。

（２）生徒会活動の充実
・生徒が自主的に行う、いじめ防止に係わる生徒会活動に対する支援を行う。

（３）体験活動の充実
・校訓「自啓自発」のもと、自己を啓発する意欲と能力をもつ人間の育成を目指
して、ボランティア活動、就業体験、修学旅行等の各行事や部活動の充実を図
る。

４ いじめの早期発見のための取組
生徒の些細な変化を見逃さず、見守っていくために、全職員が積極的に生徒と関わ

り、信頼関係を構築するように努める。
（１）いじめアンケートの実施

・年２回（５月、１０月）のアンケート調査をもとに、必要に応じて面談を実施
する。

（２）個人面談及び三者面談の実施
・ＨＲ担任が年２回（４月、１０月）の面接週間での面談や三者面談を通して、
保護者や生徒の悩み、不安等を聞き取る。

（３）相談窓口の周知
・ＨＲ担任以外にも相談できるよう、スクールカウンセラー、教頭、学年主任、
生徒指導主事、養護教諭も窓口となることを周知する。

５ いじめへの組織的対応
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を行うため、「い
じめ対策委員会」を設置する。職員は、生徒や保護者からいじめと疑われる相談・通
報があった際は、その全てを直ちに管理職に報告し、会議を緊急開催する。管理職は
同時に教育委員会に報告する。
（１）「いじめ対策委員会」の設置

・教頭、生徒指導主事、学年主任、教育相談担当、当該ＨＲ担任及び養護教諭等
で構成する。
※会議の構成員については、事案の状況等に応じて、依頼可能な第三者の参加を
含め柔軟に検討したうえ、校長が任命する。

（２）関係機関及び保護者との連携
・状況に応じて、警察、法務局及び教育委員会等の関係機関との連携を図る。
・保護者には事実を正確に伝え、本校の指導方針等を説明して理解と協力を得ら
れるよう努めるとともに、事後の経過についても適切に情報を提供する。

（３）重大事案への対応
いじめの重大事案を、法第２８条を踏まえ、次のとおり定義する。



１ いじめにより本校生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じる疑いがあ
ると認めるとき。

２ いじめにより本校生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている
疑いがあると認めるとき。

・ 校長が重大事態と判断した場合は、速やかに教育委員会に報告し、対応につい
て協議する

６ その他
学校の基本方針が実情に即して効果的に機能しているか、「いじめ対策委員会」の構

成員を中心に検証を行い、必要に応じて見直す。

（平成２９年５月３１日改訂）


